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JSG ニュースレター 

<Tax-1> 

「所得税法」第 39条欠損金控除の一要件、 

申告期限内の申告について財政部が解釈令を発表 

期限後申告も軽微な違反は欠損金の控除が可能 

 

 

クライアント各位 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 

財政部は 2024 年 11 月 1 日付で台財税字第 11304553700 号通達を発表し、

「所得税法」第 39 条欠損金の控除にかかる、営利事業が期限後に申告納付した場

合の違反が軽微であるときの適用について、以下の通り説明しています。 

一、  所得税法第 71 条第一項、第 75 条第一項および第二項、第 76 条第一項

の規定に基づき、営利事業は毎年の決算に基づく申告期限内に、または解散、

廃止、合併、譲渡が発生した場合には、その解散申告もしくは清算申告の期

限内に、規定に基づき営利事業所得税申告を行う必要があります。その際は、

算定した税額を申告前に納税し、納付書の控えを添付して申告を行います。 

つまり、営利事業が青色申告書を使用、または会計士による監査を受けてい

る場合、上述の各規定により法定申告期限内に自身で納税し、申告を行うこ

とで、所得税法第 39 条第一項但書に規定する欠損金控除の一要件である

「期限内申告」を満たすことになります。 

二、  「青色申告書の使用または会計士による監査証明」の要件を満たす場合

に、上記に加え、営利事業が期限後に納税した場合であっても、税務調査徴
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収法（中国語：稅捐稽徵法）第 20 条第一項に規定する延滞金（中国

語：滞納金）が徴収される場合（3 日超過ごとに滞納税額の 1％を追徴）

に該当しないときは軽微な違反とみなし、「期限内申告」の要件を満たすものと

して、所得税法第 39条第一項但書の規定に基づき欠損金控除が可能です。 

 

三、  本通達の発表時点において、査定が完了していない案件は本通達規定の適

用が可能です。 

勤業衆信の見解 

本来、営利事業は法定申告期限内に納税し、営利事業所得税申告を行うこと

で、欠損金控除の一要件である「期限内申告」を満たします。今般の通達は、営利

事業が期限後に納税した場合でも、延滞金が発生しないときは軽微な違反とみな

し、「期限内申告」および「青色申告書の使用または会計士による監査証明」要件

を満たすものとして、所得税法第 39 条第一項但書に基づき、欠損金の控除が可能

であることを定めるものです。 

査定が完了していない案件や行政救済中の案件について、本通達適用が可能で

すのでご検討ください。 
 

 
 

 

 

 

過去のニュースレターはこちら 

台湾 JSG のホームページはこちら 
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